
令和元年度　ふくしの杜ほんじょうプラン２１　取組一覧表 1

基本
戦略

施策
細目

重点
施策

掲載
頁

関係課
（赤字取りまとめ課）

R1 R2 R3 R4 R5
自己
評価

シート
頁 主な実行課 取組内容 成果 今後の方針

1 庁内相談・政策管理機能部署の設置 69

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

設置 検証 Ａ 1 地域福祉課

庁内関係各課で構成する本庄市地域福祉検討会議を
立ち上げ、総合支援体制の構築に向けて関係各課長
で構成する庁内ワーキンググループを設置しました。ま
た、埼玉県による「市町村総合相談支援体制構築のた
めのアドバイザー派遣」の支援を受け、関係部署を集
めて勉強会を開催し、総合相談支援の体制整備に向
けた国の動向等について意識の高揚を図りました。

庁内ワーキンググループを年
度中に３回開催し、総合相談
支援体制に向けた組織の在り
方や連携体制の重要性につい
て協議することができました。

ワーキンググループにおいて、
総合相談支援体制の構築に向
けて、現状課題の整理や組織
連携の強化について協議を行
い、今後の組織の具体的な方
向性について方針を決定して
いきます。

2 機能集約センターの設置 72

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

モデ
ル設
置

検証 Ｂ 2 地域福祉課

庁内関係各課で構成する本庄市地域福祉検討会議を
立ち上げ、機能集約センターに関して、関係各課の担
当者で構成する庁内ワーキンググループを設置する規
程を整備しました。

地域に必要な身近な相談機関
について、今後具体的に協議
するための基盤を整えることが
できました。

庁内の総合相談支援体制の具
体的な方針が確定した後、
ワーキンググループにおいて
機能集約センターの構築に向
けた協議を行います。

3
新たな機能の設置に係るプロジェクト
チーム等の設置

75 地域福祉課
ＰＴ設
置

Ａ 3 地域福祉課

庁内関係各課で構成する本庄市地域福祉検討会議を
立ち上げ、庁内の総合相談支援体制及び機能集約セ
ンターの機能の設置に向けたワーキンググループを設
置する規程を整備しました。

庁内の総合相談支援体制及び
機能集約センターの設置検討
を具体的に協議できる場を整
えることができました。

ワーキンググループにおいて
新たな機能の設置方法や人員
配置等について検討をしてい
きます。

4
連携のための相談支援マニュアルの
作成

75

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

調査・
研究

Ｃ 4 地域福祉課

今年度については具体的な取組まで進めることができ
ませんでしたが、現在各分野ごとで対応している福祉
の相談に関して、複雑で複合的な事例の対応マニュア
ル等を整備していきます。

庁内の総合相談支援体制の具
体的な方針が確定した後、将
来的な組織の体制に沿ったマ
ニュアルの整備を進めていきま
す。

5
相談支援に係る共通的なアセスメン
トシート・相談記録等様式の作成

75

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

調査・
研究

Ｃ 5 地域福祉課

今年度については具体的な取組まで進めることができ
ませんでしたが、現在各分野ごとで対応している福祉
の相談に関して、アセスメントシート等の相談ツールを
整備していきたいと考えています。

庁内の総合相談支援体制の具
体的な方針が確定した後、将
来的な組織の体制に沿ったア
セスメントシート等の整備を進
めていきます。

6 相談支援専門職の確保 75
地域福祉課・生
活自立支援課

調査・
研究

Ａ 6
地域福祉課

生活自立支援課

生活困窮者自立支援事業における総合相談におい
て、社会福祉協議会へ相談業務を委託し、専属の相談
員（２名）が配置されたことにより、福祉相談の専門性
の向上や、長期継続的な支援が見込めるようになりま
した。

社会福祉協議会との連携を強
化するとともに、相談業務に特
化した職員を配置したことによ
り、複雑な問題について迅速な
対応が可能となりました。

相談業務を更に充実されるた
めに、庁内の総合相談支援体
制の具体的な方針が確定した
後、社会福祉士等の確保につ
いて検討していきます。

7
市職員・専門多職種の資質向上方策
の検討

75

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

Ｃ 7 地域福祉課

今年度についてはプログラムの開発まで進めることが
できませんでしたが、埼玉県主催による「令和元年度
地域福祉実践能力養成研修会」に参加して実習を受け
た、草加市のＳＯＳゲームを参考にして、福祉の相談に
関する社会資源や相談に関する知識を市の職員が学
ぶ機会を作りたいと考えています。

令和２年度中に研修プログラ
ム（本庄版ＳＯＳゲーム（仮））
を開発し、総合相談支援体制
に関係する部署の職員を集め
て研修会を開催します。

1
市役所窓口開設時間等の拡充の検
討

80

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

Ｃ 8 地域福祉課

今年度については具体的な取組まで進めることができ
ませんでしたが、今後の庁内総合相談支援体制や、機
能集約センターの方針と併せて平日8:30～17:15以外
の福祉窓口についても検討していきます。

関係各課に調査を実施し、福
祉窓口の拡充の必要性や運営
方法について協議します。

2
相談事業における電子相談窓口の
活用

80

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

Ｃ 9 地域福祉課

今年度については具体的な取組まで進めることができ
ませんでしたが、今後の庁内総合相談支援体制や、機
能集約センターの方針と併せて、電子相談窓口につい
ても検討していきます。

関係各課に調査を実施し、電
子相談窓口の必要性や運営方
法について協議します。

研究・準備

A：達成　B：未達成　C：検討中　D：中止

研究・準備

準備室等の
設置

新たな機能
の設置

検討 実施

調査・研究 実施・検討

重点事項・重点的取組
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検討 実施

検討 実施
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調査・研究 実施・検討



令和元年度　ふくしの杜ほんじょうプラン２１　取組一覧表 2

基本
戦略

施策
細目

重点
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シート
頁 主な実行課 取組内容 成果 今後の方針

A：達成　B：未達成　C：検討中　D：中止

重点事項・重点的取組

3 電話相談窓口の充実 80

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

Ａ 10
地域福祉課
介護保険課
健康推進課

電話相談については、市の各部署で行っているほか、
市内４箇所の高齢者地域包括支援センターにおいて高
齢者の総合相談を実施し、後見ほっとラインや健康相
談ダイヤルを設置して各種相談に対応できるようにして
います。年度内に実施した介護事業や講演会等におい
て各相談ダイヤルの周知を行いました。

初回相談の多くは電話による
相談であり、その後の支援へと
繋がる手段となっています。急
な体調不良時に対する健康相
談ダイヤルの周知は高齢者が
安心して在宅生活を送ることに
繋がると地域包括支援セン
ターより評価を得ています。

今後の庁内総合相談支援体制
や、機能集約センターの方針と
併せて、関係各課に調査を実
施し、電話相談窓口の充実や
周知啓発について検討してい
きます。

4 市ホームページでの情報提供の充実 80

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

Ｂ 11 地域福祉課

ホームページについては即時に情報を提供できるツー
ルとして、各担当部署が積極的に活用し、各種制度の
説明や申請書の様式を始め、各相談窓口の案内やイ
ベントの開催周知など、多くの福祉に関する情報を発
信しています。

申請書がダウンロードできるこ
とで窓口手続きの簡素化につ
ながったり、検索機能で知りた
い情報をすぐに調べられたりす
るなど、ホームページの充実を
図ることにより、市民の利便性
の向上につながっています。

今後の庁内総合相談支援体制
や、機能集約センターの方針と
併せて、関係各課に調査を実
施し、福祉情報に関して市民
がより分かりやすく受け取るこ
とができるように工夫していき
ます。

Ａ 12 地域福祉課

美容室が、日常生活の中で、困りごとの相談窓口とし
て、また、自然に福祉関係情報等を取得できる場として
なり得るか検証するため、日本総合研究所と共同で、
特別養護老人ホーム安誠園（社会福祉法人）の場所を
お借りして実証研究を行いました。（対象者：ご自身もし
くは同行者と施術場所に来られる要介護２までの方、も
しくは７５歳以上の市内在住者３０名）

施術者が、ヘアカット、メイク、
ネイルなどを行いながらコミュ
ニケーションを図る中で、自然
と距離が近まり、会話も弾んで
いました。福祉情報を提供する
場として成立すると検証できま
した。

昨年度内に事業を終了し、結
果をまとめ検証を行い、市内美
容室にも情報を提供して今後
の方向性を決めていく予定でし
たが、新型コロナウイルスの影
響で年度内に事業を終了させ
ることができませんでした。次
年度も引き続き事業を実施し、
今後の方向性を確定していき
ます。

Ａ 13 介護保険課

民生委員の研修旅行の移動時間及び医師会立検診セ
ンターで実施するがん検診や特定健診の待ち時間を
活用して、地域包括支援システムや介護予防、生活支
援、在宅医療等のDVDを放映し周知を図る試験的取り
組みを行いました。民生委員からは好評でした。

多様な場や方法で情報提供が
可能であると検証できました。

今後も関係課や関係機関と連
携し、様々な場において情報
提供を行っていきます。

1 生活困窮者自立支援事業の充実 88
生活自立支援
課・地域福祉課

Ａ 14 生活自立支援課

相談窓口の相談員について、社会福祉協議会へ委託
を実施し、専門性の活用及び長期継続型支援の実現
を図りました。また、民生・児童委員や関係機関・団体
への事業周知及び連携を実施しました。
福祉部局内での経常的な連携強化を行っています。

・国の指標を上回る令和元年
度事業実績
（新規相談319件、支援プラン
101件）
・相談及び継続支援スキーム
の安定化（事業に関するクレー
ム等が皆無）
・関係部署連携による的確な
自立促進及び生活保護移行

・問題を世帯単位で捉え関係
機関連携により課題分析を行
うことで、複合的な課題に同時
並行的に対応する世帯包括型
の支援を推進していきます。
・８０５０問題及び引きこもり等
に対するアウトリーチを強化
し、早期把握・早期支援を推進
します。

Ａ 15 生活自立支援課

・家庭訪問を延べ２９９回実施しました。
・学習教室の他、職業理解セミナーや、就労体験、クリ
スマスコンサートなどのイベントを開催しました。
・教室参加者と保護者にアンケートを行い、教室の課題
などの見直しを行いました。
・本庄南中学校と連携して不登校生徒の支援を行いま
した。

家庭訪問やアンケートを行った
結果、親の孤立や、子どもの問
題の相談相手がいないことが
判明し、子どもだけではなく親
の支援も行う必要があることが
分かりました。
進路実績としては、中学生６人
中、４人が全日制、1人が特別
支援学校、1人が就職。高校生
2人中、1人が進学、1人が就
職。
学習教室への参加が子どもた
ちの自信につながり、学習意
欲が向上しました。

今後とも、学校等関係機関等と
の連携を強化し、子供の将来
の自立を促すため、教育と福
祉の協力体制を強化していき
ます。

地域福祉課・生
活自立支援課・
子育て支援課・
学校教育課・生
涯学習課

実施

実施

実施

（
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ス
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5 市民への情報提供手段の再検討 80

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

調査・研究

2 学習支援体制の強化 88
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令和元年度　ふくしの杜ほんじょうプラン２１　取組一覧表 3

基本
戦略

施策
細目

重点
施策

掲載
頁

関係課
（赤字取りまとめ課）

R1 R2 R3 R4 R5
自己
評価

シート
頁 主な実行課 取組内容 成果 今後の方針

A：達成　B：未達成　C：検討中　D：中止

重点事項・重点的取組

Ａ 16 学校教育課

７月下旬から２月上旬にかけて、市内公立４中学校に
おいて、家庭での学習習慣が十分に身に付いていない
生徒や、意欲はあるが学習に不安を感じたり、学習の
仕方がわからなかったりする生徒に対して、地域人材
（元教員や大学生などの地域住民等）を活用しての放
課後又は休業日における学習支援活動を実施しまし
た。各校とも、年間３０回程度開催することができまし
た。

市内公立４中学校すべてにお
いて、生徒の登録対象を１年
生から３年生までの全学年に
広げ、登録生徒数及び登録率
を上げることができました。
・令和元年度…登録生徒数321
名
、登録生徒の割合17.4%
(平成30年度…登録生徒数107
名、登録生徒の割合6.9%)

今後も、より多くの生徒の参加
が得られるよう、各市内公立中
学校とも相談しながら、開催方
法、開催日等の工夫を図って
参ります。
また、地域の指導者からの協
力がさらに得られるよう、学校
運営協議会等とも連携しなが
ら、取組の充実を図って参りま
す。タブレット等を活用し、ペー
パーレスでドリル的な学習に取
り組む工夫も図って参ります。

3 相談支援専門職の確保（再掲） 88
地域福祉課・生
活自立支援課

調査・
研究

Ａ 17
地域福祉課

生活自立支援課

生活困窮者自立支援事業における総合相談におい
て、社会福祉協議会へ相談業務を委託し、専属の相談
員（２名）が配置されたことにより、福祉相談の専門性
の向上や、長期継続的な支援が見込めるようになりま
した。

社会福祉協議会との連携を強
化するとともに、相談業務に特
化した職員を配置したことによ
り、複雑な問題について迅速な
対応が可能となりました。

相談業務を更に充実されるた
めに、庁内の総合相談支援体
制の具体的な方針が確定した
後、社会福祉士等の確保につ
いて検討していきます。

4
市職員・専門多職種の資質向上方策
の検討（再掲）

88

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

Ｃ 18 地域福祉課

今年度についてはプログラムの開発まで進めることが
できませんでしたが、埼玉県主催による「令和元年度
地域福祉実践能力養成研修会」に参加して実習を受け
た、草加市のＳＯＳゲームを参考にして、福祉の相談に
関する社会資源や相談に関する知識を市の職員が学
ぶ機会を作りたいと考えています。

令和２年度中に研修プログラ
ム（本庄版ＳＯＳゲーム（仮））
を開発し、総合相談支援体制
に関係する部署の職員を集め
て研修会を開催します。

5 自殺対策の推進 88 健康推進課 Ａ 19 健康推進課

自殺対策を推進するために、関係団体の代表者、関係
行政機関の職員、公募市民からなるネットワーク会議
を開催し、統計からみる本市の現状や取組事例につい
て情報共有を図り、意見交換を行いました。

ネットワーク会議を開催するこ
とで、自殺対策を推進していく
ことができると考えています。

ネットワーク会議を継続実施し
ていきます。

1
成年後見制度利用促進のための拠
点の設置と支援

94 地域福祉課 Ａ 20 地域福祉課

中核的拠点の設置に向け国、県主催の研修会等に参
加しました。
また、現在相談事業や市民後見人養成講座を委託して
いる社会福祉協議会と今後の方向性について協議を
重ねました。

研修に参加することにより、講
義やグループワークを通じて権
利擁護の必要性について学ぶ
ことができました。
社会福祉協議会と連携を強
め、将来的な拠点の整備につ
いて検討することができまし
た。

中核拠点について引き続き社
会福祉協議会と設置に向けた
協議を進めていきます。

2 権利擁護相談の充実 94 地域福祉課 Ｂ 21 地域福祉課

「本庄市後見ほっとライン」について、広報に掲載（年度
中２回）、成年後見相談事業については毎月日時を広
報でお知らせしました。また、成年後見制度の講演会
等の際に、それらの相談窓口について周知を図りまし
た。

成年後見相談事業受付件数：5
件
後見ほっとラインの受付件数：
38件

後見ほっとライン及び成年後見
相談事業の利用について引き
続き周知を図るともに、相談に
適切に対応していくための体
制整備を検討していきます。

3
市民後見人等権利擁護人材の養成
と支援

94 地域福祉課 準備 Ａ 22 地域福祉課
権利擁護人材を養成していくための市民後見人養成講
座や講座修了者の資質向上のためのフォローアップ講
座を本庄市社会福祉協議会に委託して実施しました。

市民後見人養成講座：参加者3
名（うち市民後見人候補者名
簿登録者：2名、年度末時点11
名登録）
フォローアップ講座：参加者19
名（参加者対象者：市民後見人
養成講座（基礎）修了者及び成
年後見相談員37名）

地域に権利擁護人材を増やす
ための講座等を実施し、活動
場所の検討を社会福祉協議会
と協力して進めていきます。

Ａ 23 地域福祉課

成年後見制度を適切に利用していただくために、ケア
マネ向け講演会（５月）、成年後見事業者向け講演会
（１１月）、市職員向け研修会（１月）、市民、民生委員・
児童委員向け講演会（２月）、を開催し、講演会等の中
で後見ほっとライン、成年後見相談事業を周知しまし
た。アンケート結果から、成年後見制度の理解が深
まったという意見を多数いただきました。

＜参加者数＞
ケアマネ向け講演会：49名
関連事業所向け講演会：58名
市職員向け研修会：62名
市民、民生委員・児童委員向
け講演会：129名

成年後見制度へ理解を深めて
いただくため、今後とも幅広い
対象者に向けて講演会等を実
施していきます。

実施

実施

実施

設置 実施

地域福祉課・生
活自立支援課・
子育て支援課・
学校教育課・生
涯学習課

実施

検討

94権利擁護事業に関する周知啓発 地域福祉課・市
民活動推進課・
障害福祉課・介
護保険課・子育
て支援課・保育
課

実施

（
２

）
横
断
的
な
サ
ー
ビ
ス
づ
く
り

①
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
て
い
る
人
へ
の
支
援

2 学習支援体制の強化 88

実施

実施②
権
利
擁
護
の
推
進

4

１
　
市
民
の
生
活
を
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り



令和元年度　ふくしの杜ほんじょうプラン２１　取組一覧表 4
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重点事項・重点的取組

Ａ 24 介護保険課

地域福祉課と地域包括支援センター共催で福祉関係
事務所に対する研修会を開催しました。また、民生委
員の定例会において地域包括支援センター職員から
権利擁護に関する講話を行いました。

関係機関や民生委員が制度や
対応方法について学ぶ機会と
なりました。また、相談窓口の
周知が進みました。

高齢者の相談窓口である地域
包括支援センターや民生委
員、関係機関の協力を得なが
ら周知していきます。

Ａ 25 市民活動推進課
公民館等地区・利用者団体に対する人権教育研修会
を１２会場で実施しました。また、著名人を招き、人権教
育に関する講演会を開催しました。

公民館等地区・利用者団体人
権教育研修会においては５００
名の参加がありました。また、
元陸上選手の為末大氏を招い
た講演会は４００名の参加があ
りました。

今後も高齢者や障害がある方
等、すべての人々の人権が尊
重された社会を目指し、市民の
人権意識を高め、人権尊重の
精神が正しく身に付くよう、
様々な場を通じて人権教育研
修会等を開催し、人権啓発活
動を実施していきます。

1 更生保護団体への支援 100 地域福祉課 Ａ 26 地域福祉課

本庄地区保護司会については、地域福祉課が事務局
として運営の事務支援を行っています。（児玉地区保護
司会の事務局は美里町。）年数回開催される役員会
や、情報交換会、定例研修会等に出席して、保護司会
の活動に参加し、運営が円滑に行われるよう努めまし
た。

保護司会と活動を共にし、更生
保護に関して協力関係を築くこ
とができています。

引き続き、保護司会へ補助金
等による支援を行うとともに、
更生保護活動に協力していき
ます。

2
更生保護サポートセンターの運営支
援

100 地域福祉課 Ａ 27 地域福祉課

本庄地区更生保護サポートセンターは、事務局として、
センターの管理や庶務業務などの運営支援をしていま
す。児玉地区更生保護サポートセンターは、児玉総合
支所第二庁舎の会議室に開設しており、活動の場所を
提供しています。

サポートセンターの運営を支援
し、更生保護に関して協力関
係を築くことができています。

引き続き、更生保護サポートセ
ンターの運営支援を行うととも
に、更生保護活動に協力して
いきます。

3 社会を明るくする運動への支援 100 地域福祉課 Ａ 28 地域福祉課

毎年７月を強調月間として、各関係機関・団体と共に社
会を明るくする運動の周知・啓発活動を実施していま
す。啓発物品を配布する場所が例年の課題となってい
ましたので、今年度は、本庄夏まつり会場において試
験的に実施しました。当日、短時間で多くの方に受け
取ってもらうことができ、効率的にキャンペーンを実施
することができましたので、来年度には本格的な実施し
たいと考えています。

新たなキャンペーン方法を試
すことができ、来年度の本格的
な実施につなぐことができまし
た。

引き続き、各関係機関・団体と
協力関係を築くと共に、社会を
明るくする運動への理解を深
めていただくための周知・啓発
活動を充実させていきます。

4 刑余者への就労支援の充実 100
地域福祉課・生
活自立支援課

Ｂ 29
地域福祉課

生活自立支援課

本庄地区保護司会の全体会議が開催された際に、生
活自立支援課職員が生活困窮者自立支援事業の説明
を行い、保護司のみなさんへ制度の案内をすると共
に、協力や連携のお願いをしました。

生活自立支援課の相談窓口
で、生活困窮や就労支援の事
業を行っていることを周知し、
保護司と必要に応じて連携を
図ることができています。

刑余者が社会復帰する際の地
域での実情を保護司会に確認
し、連携強化を図るための具
体的な方法について検討して
いきます。

1
避難行動要支援者避難支援プラン
（全体計画）の策定と周知啓発

105 地域福祉課 改正 B 30 地域福祉課

全体計画の改正に向けた取組み方法を検討しました
が、全体計画改正には至りませんでした。避難行動要
支援者支援制度として周知啓発を図り、対象者へ名簿
登載への同意確認を実施しました。

制度対象者へ名簿登載の同意
確認を実施したほか、制度の
周知啓発のため、制度案内の
パンフレットを作成しました。

全体計画の改正を進めるとと
もに、避難行動要支援者名簿
登録者の拡大を図り、制度の
充実を推進します。

2
関係機関・団体との情報共有体制の
強化

105 地域福祉課 改正 Ｃ 31 地域福祉課

全体計画の改正に向けた取組み方法を検討しました
が、全体計画改正には至りませんでした。避難行動要
支援者支援制度として周知啓発を図り、支援機関の拡
大を検討します。

個人情報を共有することになる
ため、共有方法や提供先との
やり取りを慎重に進めます。

3
防災活動への避難行動要支援者の
参加の促進

105
地域福祉課・危
機管理課

改正 Ａ 32 危機管理課

土砂災害警戒区域等の指定がある地域の自治会を対
象に土砂災害・全国防災訓練に併せて避難訓練を行っ
たほか、総合防災訓練において会場周辺の自治会の
方の参加を促しました。

自治会役員や地域の民生・児
童委員の協力をいただき、避
難行動要支援者の方の避難を
想定した避難訓練を行いまし
た。また、福祉避難所の開設も
行い、より実践的な訓練となる
よう工夫しました。

継続的に、地域住民が参加で
きる訓練を実施していきます。

4 災害時の相談支援体制の確立 105
地域福祉課・危
機管理課・市民
活動推進課

Ａ 33
危機管理課

市民活動推進課

社会福祉協議会と災害時の市の担当となる部署との
連携の確認を行いました。また、埼玉司法書士会及び
埼玉県行政書士会と災害時の協定を締結しました。

災害ボランティアセンターを設
置する体制の確認ができまし
た。また、災害時の市民からの
相談支援体制が強化できまし
た。

引き続き関係団体等や各部署
との連携を深めていきます。

94権利擁護事業に関する周知啓発

実施

実施

地域福祉課・市
民活動推進課・
障害福祉課・介
護保険課・子育
て支援課・保育
課
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5 ハザードマップ等の活用支援 105
地域福祉課・危
機管理課

Ａ 34 危機管理課
市が行っている防災に関する出前講座等について、関
係課と連携してハザードマッップ等を活用した講座を開
催しました。

避難行動要支援者の支援関係
者への情報共有に寄与しまし
た。

今後も関係課と連携しながら
出前講座を実施していきます。

1 公共施設のバリアフリー化 112
地域福祉課・各
施設所管課

Ａ 35 各施設所管課
障害福祉課において各施設所管課を対象にバリアフ
リー調査を実施しました。各公共施設の改修計画等に
応じて必要なバリアフリー化を進めています。

各計画等にバリアフリー化を重
視していくことが定められてお
り、改修時に合わせてバリアフ
リー化を進めています。

引き続き改修計画等に応じて
必要なバリアフリー化を実施し
ていきます。

2 居住環境の整備 112

地域福祉課・道
路管理課・道路
整備課・危機管
理課・都市計画
課

Ａ 36
地域福祉課
道路管理課
道路整備課

地域福祉課及び道路管理課、道路整備課において協
議を行い、ユニバーサルデザインとバリアフリーのまち
づくりを進めていくにあたり、関係各課と調整の上、課
題の整理を行い、市の方針を検討していくことになりま
した。

福祉の政策的な観点と、道路
等の工事を担う現場の双方の
意見を反映していくことで、より
効果的な方針を策定すること
ができます。

バリアフリー化等に関する市の
方針について関係課と庁内検
討会議を開催し、現状や課題
について整理するなど、具体的
な内容について協議していきま
す。

Ａ 37 企画課
路線バスのノンステップ化（バリアフリー化の推進）を進
めました。

3台ノンステップバスを増車しま
した。

継続して推進していきます。

Ａ 38 危機管理課

ホームページ等で高齢者への自動車免許自主返納を
啓発し、併せて運転経歴証明書の取得や、シルバー・
サポーター制度などの免許返納後の特典制度につい
て紹介を行いました。

高齢者の交通安全に関する制
度の周知に寄与しました。

今後も交通安全意識の啓発と
各施策の紹介等を行い、高齢
者等の交通弱者が関わる交通
事故の防止に貢献していきま
す。

1 各種福祉施策の継続 116
障害福祉課・地
域福祉課

Ｂ 39 障害福祉課
障害者手帳取得時に、該当する方へ自動車改造費助
成及び運転免許取得費助成があることをお知らせし、
周知に努めました。

自動車改造費助成　2件
自動車運転免許取得費助成
1件

令和２年度が事業の見直し年
度にあたるため、補助事業が
継続できるよう補助金適正化
委員会に諮り、事業の継続に
努めます。また、必要な方が利
用できるよう、周知に努めま
す。

2 公共交通の充実強化 116 企画課 Ａ 40 企画課

交通弱者の移動手段の確保や交通不便地域の解消な
ど、誰もが移動しやすい公共交通を目指し、市内公共
交通（路線バス、デマンド交通等）の補助金を交付した
ほか、利便性向上を図るため本市交通政策協議会等
で協議を行いました。

市内公共交通利用者数（路線
バス・デマンドバス・シャトルバ
ス）
842,806人

今後も、誰もが安心して移動で
きる公共交通を目指し、バス路
線を延伸するなど市内公共交
通の利便性向上を図ります。

3
移動支援に協力的なボランティアの
活用

116
地域福祉課・介
護保険課

Ａ 41 介護保険課

社会福祉法人によるスーパーへの移動支援やコンビニ
エンスストアによる移動販売の試行及び実践する中
で、地域の助け合い活動について話し合う「協議体」の
メンバーにボランティアとして協力していただきました。
また、支援を受けた人、ボランティアとして関わった人
両方にアンケートを行いました。

どの部分に支援が必要かな
ど、取組の視点を明確にするこ
とができました。

活動の継続及び拡大するため
に、必要性に合わせてボラン
ティアを活用していきます。

4
移動困難者（買い物弱者や医療・介
護関連）に対するアウトリーチの施策
検討

116
地域福祉課・介
護保険課

Ａ 42 介護保険課

社会福祉法人によるスーパーへの移動支援やコンビニ
エンスストアによる移動販売の試行及び普及へ向けた
活動報告会や勉強会を生活支援体制整備事業の中で
実施しました。

試行と活動報告等を組み合わ
せた実践は他の地域への周知
や取り組みに繋げることができ
ました。

活動について理解が得られる
地域を少しずつ増やしていきま
す。

1
住宅セーフティネット法による「居住
支援協議会」の設置

120

地域福祉課・都
市計画課・生活
自立支援課・障
害福祉課・介護
保険課・子育て
支援課・営繕住
宅課

Ｃ 43 地域福祉課
今年度は具体的な取組に至りませんでしたが、協議会
の必要性について関係課と調査研究を進めていきま
す。

他市の状況を調査すると共
に、本市における導入の必要
性について関係課と協議を行
います。

Ａ 44 地域福祉課
サービス付高齢者住宅・有料老人ホームについて、県
北地域に偏りがちであるため、市内の新設が大幅増と
ならないよう注視しました。

新規設置要望は1件であり、施
設の開設が市内で偏っている
傾向はありません。

高齢者の住居の確保のため、
利用を維持継続していくと共
に、引き続き、サービス付高齢
者住宅・有料老人ホームの新
規設置について地域に偏りの
ないよう注視していきます。

①
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
デ
ザ
イ
ン
と
バ
リ
ア
フ
リ
ー

の

ま
ち
づ
く
り

3 福祉施策の継続及び啓発事業 112

地域福祉課・各
事業所管課（企
画課・都市計画
課・広報課）

実施

（
３

）
人
に
や
さ
し
い
生
活
環
境
の
充
実

120
地域福祉課・障
害福祉課・介護
保険課

実施

③
住
ま
い
の
確
保

実施

2
高齢者・障害のある人等の住居の確
保

④
災
害
時
に
お
け
る
支
援
体
制
の
構
築

（
２

）
横
断
的
な
サ
ー
ビ
ス
づ
く
り

実施

１
　
市
民
の
生
活
を
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り

実施

実施

②
移
動
の
支
援

実施

実施

実施

実施



令和元年度　ふくしの杜ほんじょうプラン２１　取組一覧表 6

基本
戦略

施策
細目

重点
施策

掲載
頁

関係課
（赤字取りまとめ課）

R1 R2 R3 R4 R5
自己
評価

シート
頁 主な実行課 取組内容 成果 今後の方針

A：達成　B：未達成　C：検討中　D：中止

重点事項・重点的取組

Ａ 45 介護保険課
地域密着型特定施設入居者生活介護（ケアハウス）の
入居情報を市のホームページで毎月更新し、施設の情
報を提供しました。

令和2年4月1日現在
入居者数28名（定員29名）
入居予定者1名

事業の維持継続を図ります。

3 市営住宅の整備 120 営繕住宅課 Ａ 46 営繕住宅課
田中市営住宅の居住性向上と福祉対応を図るため、ト
イレの水洗化工事、浴室ユニットバス新規設置工事を
実施しました。

新規設置工事により、浴槽・便
器について高齢者向けの福祉
対応を実現しました。

令和元年度に改定した本庄市
営住宅長寿命化計画の年次改
善計画に基づき、令和４年度ま
で引き続き実施します。

1
社会福祉協議会の運営と活動への
支援

126 地域福祉課 Ａ 47 地域福祉課
市民との協働を推進するまちづくりを推進するため、社
会福祉協議会に常勤職員の人件費を補助し、運営の
適正化の確保と福祉事業の推進を図っています。

社会福祉協議会と連携を図り
ながら事業を行うことにより、
市内の地域福祉の推進を効率
的・効果的に実施しています。

引き続き、社会福祉協議会の
運営の適正化の確保と福祉事
業の取り組みに協力していきま
す。

2
小地域における住民主体の福祉活
動の組織化の支援

126
地域福祉課・子
育て支援課

調査・
研究

Ｃ 48 地域福祉課

今年度については具体的な取組まで進めることができ
ませんでしたが、庁内相談・政策管理機能部署及び機
能集約センターの設置と併せて、小地域における住民
主体の福祉活動の組織化の支援の仕組みについて社
会福祉協議会と検討していきます。

庁内の総合相談支援体制の具
体的な方針が確定した後、
ワーキンググループにおいて
地域福祉ネットワーク会議（仮）
の設置・運用にあたっての協
議・調整を行い、その中で地域
とのネットワークの形成につい
ても議論していきます。

3 地域福祉懇談会等の定期的実施 126 地域福祉課 Ｂ 49 地域福祉課

令和２年２月７日に本庄市社会福祉協議会と共催で
「ふくしフェスタ」を開催し、市内小中学校の福祉実践校
（本庄南小、中央小、共和小、児玉中、本庄高校、本庄
東高校）の教諭や生徒の方に、それぞれ学校で取り組
まれた内容を発表していただきました。
地域福祉懇談会については、２月２２日及び２４日に開
催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため延期とさせていただくことになりました。

ふくしフェスタ参加者
発表者17名、参加者44名、福
祉教育ボランティア3名
学校同士が取り組みの詳細に
ついて共有すると共に、地域に
学校の取り組みを知ってもらう
機会となりました。

来年度についても、「地域福祉
懇談会」及び「次世代地域づく
り会議」の開催を予定します。
多くの市民の方に参加してい
ただけるよう、内容の充実や周
知方法の工夫に努めます。

4 地域福祉講演会等の実施 126 地域福祉課 Ａ 50 地域福祉課

令和元年１1月１７日に、本庄市社会福祉協議会と共催
で日本地域福祉研究所理事長の大橋謙策先生をお招
きして、「誰もが住みやすい地域共生社会づくりを目指
して」と題し、地域福祉の必要性について市民向けに分
かりやすくご講話いただきました。

約130名の方々に出席いただ
きました。講演会後にアンケー
トを提出していただいた95名の
方のうち、85名の方が地域福
祉について理解できたと回答さ
れていました。

来年度についても、地域福祉
講演会を開催し、多くの市民の
方々に、地域福祉の考え方
や、地域福祉に関する取り組
みへの参加に対する理解を深
めていただく機会を作ります。

Ａ 51 地域福祉課

権利擁護人材を養成していくための市民後見人養成講
座を開催し、受講者３名中、２名の方に市民後見人候
補者名簿に登録いただきました。
成年後見事業者向け講演会（１１月）の終了後、一般社
団法人後見の杜代表宮内氏主導の下、市内NPO団体
（市民後見センターほんじょう、後見センターこだま、
ま・るーく）に参加していただいてお互いの活動状況に
ついて情報交換を行いました。

実践活動の場を広げていくた
めに、地域のNPO団体の活動
状況を伺う機会や情報交換の
場を設けることで、地域の現状
に関する情報を収集することが
できました。

地域で活躍する団体等の現状
や意見を伺うと共に、実践活動
支援の検討について引き続き
取り組んでいきます。

Ａ 52 介護保険課

養成講座受講後、活動協力が可能なサポーターの登
録を行いました。はにトレ（筋トレ）及び生活支援サポー
ターは地域の活動に繋がっています。認知症サポー
ターは実践へ向けた仕組みづくりに向けて、登録者や
関係機関と意見交換を重ね準備を進めました。

これまでは市で登録情報を保
有してきましたが、効率的な実
践へと繋げるためには市と地
域包括支援センターで共有し、
高齢者支援を行う地域包括支
援センターによるコーディネー
トを可能にすることが望ましい
という方針に至りました。

情報の共有化を図るため、登
録用紙（情報）の見直しを行い
共有化を進めていきます。

1
地域福祉ネットワーク会議（仮）の設
置

131

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

モデ
ル設
置

検証 Ｃ 53 地域福祉課

今年度については具体的な取組まで進めることができ
ませんでしたが、庁内相談・政策管理機能部署及び機
能集約センターの設置と併せて地域福祉ネットワーク
の仕組みについて検討していきます。

庁内の総合相談支援体制の具
体的な方針が確定した後、
ワーキンググループにおいて
地域福祉ネットワーク会議（仮）
の設置・運用にあたっての協
議・調整を行います。

実施

（
３

）
人
に
や
さ
し
い
生
活
環
境
の
充
実

120
地域福祉課・障
害福祉課・介護
保険課

実施

③
住
ま
い
の
確
保

実施

2
高齢者・障害のある人等の住居の確
保

（
２

）
関
係
機
関
・
団
体
等
と
の
連
携
強
化

調査・研究

毎年度実施

毎年度実施

２
　
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
づ
く
り

実施

検討

１
　
市
民
の
生
活
を
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り

（
１

）
小
地
域
に
お
け
る
福
祉
活
動
の
推
進

5
福祉関係講座受講者等の実践活動
支援の検討

126
地域福祉課・介
護保険課

検討・実施
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基本
戦略

施策
細目

重点
施策

掲載
頁

関係課
（赤字取りまとめ課）

R1 R2 R3 R4 R5
自己
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シート
頁 主な実行課 取組内容 成果 今後の方針

A：達成　B：未達成　C：検討中　D：中止

重点事項・重点的取組

2
新たな機能の設置に係るプロジェクト
チーム等での検討

133

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

ＰＴ設置 Ｂ 54 地域福祉課

庁内関係各課で構成する本庄市地域福祉検討会議を
立ち上げ、機能集約センターに関して、関係各課の担
当者で構成する庁内ワーキンググループを設置する規
程を整備しました。

地域に必要な身近な相談機関
について、今後具体的に協議
するための基盤を整えることが
できました。

庁内の総合相談支援体制の具
体的な方針が確定した後、
ワーキンググループにおいて
地域福祉ネットワーク会議（仮）
の設置・運用にあたっての協
議・調整を行います。

3
個人情報の取扱いに関する指針の
作成

133 地域福祉課
調査・
研究

Ａ 55 地域福祉課

各団体と個人情報の共有を行うためには、地域の中で
どのような取り組みを連携して行うのが良いか話合うこ
とが必要であると考え、民生委員・児童委員と自治会と
の話し合いの場を設けました。

地域の方のためにお互いが情
報を共有することが必要である
という共通認識を改めて確認
することができました。

災害が起こった時の、民生委
員・児童委員と自治会との連
携方法について、避難行動要
支援者名簿の活用方法も踏ま
え整理をしながら、日常の中で
の情報共有や連携方法につい
てルールを作成していきます。

4
連携のための相談支援マニュアルの
作成（再掲）

133

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

調査・
研究

Ｃ 56 地域福祉課

今年度については具体的な取組まで進めることができ
ませんでしたが、現在各分野ごとで対応している福祉
の相談に関して、複雑で複合的な事例の対応マニュア
ル等を整備していきたいと考えています。

庁内の総合相談支援体制の具
体的な方針が確定した後、将
来的な組織の体制に沿ったマ
ニュアルの整備を進めていきま
す。

5 多職種連携事例集の作成検討 133

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

Ｃ 57 地域福祉課

今年度については具体的な取組まで進めることができ
ませんでしたが、市内の多職種連携を充実させるため
に、事例集の作成整備を進めていきたいと考えていま
す。

各課で蓄積している情報を調
査研究し、関係各課と共同で
事例集の作成について検討し
ていきます。

1 モデルプログラム集等の作成 140
地域福祉課・学
校教育課

Ａ 58
地域福祉課
学校教育課

学校教育課と地域福祉課、本庄市社会福祉協議会と
の協議の場を設定し、モデルプログラム集の作成に向
けて、意見交換や課題等の洗い出しなどを行いまし
た。協議や意見交換を通して、モデルプログラム集の
作成に向けて、どのような具体的取組や取組方法が考
えられるかなどの意思疎通を図ることができました。
また、地域福祉について、次世代に早い段階から興味
を持っていただくために、小中学校向けに啓発パンフ
レットを作成しました。

小中学校向けに地域福祉啓発
パンフレットを作成し、今後地
域福祉の周知に取り組むため
のツールを整えることができま
した。

地域福祉課及び学校教育課、
本庄市社会福祉協議会との連
携を図りながら、各学校におい
てどのような具体的取組が可
能なのか、また、教育活動の
中で有効に活用することができ
るモデルプログラム集とは、具
体的にどのような内容なのか
を検討し、しっかりと方向性を
出しながら、取組を進めて参り
ます。

2
地域福祉懇談会等の定期的実施（再
掲）

140 地域福祉課 Ｂ 59 地域福祉課

令和２年２月７日に本庄市社会福祉協議会と共催で
「ふくしフェスタ」を開催し、市内小中学校の福祉実践校
（本庄南小、中央小、共和小、児玉中、本庄高校、本庄
東高校）の教諭や生徒の方に、それぞれ学校で取り組
まれた内容を発表していただきました。
地域福祉懇談会については、２月２２日及び２４日に開
催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため延期とさせていただくことになりました。

ふくしフェスタ参加者
発表者17名、参加者44名、福
祉教育ボランティア3名
学校同士が取り組みの詳細に
ついて共有すると共に、地域に
学校の取り組みを知ってもらう
機会となりました。

来年度についても、「地域福祉
懇談会」及び「ふくしフェスタ」
の開催を予定します。多くの市
民の方に参加していただける
よう、内容の充実や周知方法
の工夫に努めます。

3 地域福祉講演会等の実施（再掲） 140 地域福祉課 Ａ 60 地域福祉課

令和元年11月17日に、本庄市社会福祉協議会と共催
で日本地域福祉研究所理事長の大橋謙策先生をお招
きして、「誰もが住みやすい地域共生社会づくりを目指
して」と題し、地域福祉の必要性について分かりやすく
ご講話いただきました。

約130名の方々に出席いただ
きました。講演会後にアンケー
トを提出していただいた95名の
方のうち、85名の方が地域福
祉について理解できたと回答さ
れていました。

来年度についても、地域福祉
講演会を開催し、多くの市民の
方々に、地域福祉の考え方
や、地域福祉に関する取り組
みへの参加に対する理解を深
めていただく機会を作ります。

Ａ 61 介護保険課

幼児向け認知症サポーター養成講座の開催、小学生
向け認知証サポーター養成講座のモデル開催（日常生
活圏域に1校）、中学生向け認知症サポーター養成講
座の開催、市職員（中堅）向け認知症サポーター養成
講座の開催、市民向け認知症サポーター養成講座等
の開催をしました。

関係者・関係機関の協力によ
り体系化が進み、受講者数が
増加しました。
（受講者数：平成27年度763
人、28年度568人、29年度559
人、30年度1,000人、令和元年
度1,647人）

令和2年度から市の新採用職
員向け認知症サポーター養成
講座を開催します。
地域の実情に合わせて小学生
向け養成講座を市全域で開催
し、幼児期から高齢者までを対
象とした講座の体系化を進め
ていきます。
民生委員向け養成講座につい
ては、任期に1度受講機会を設
けます。

３
　
地
域
で
共
に
生
き
る
た
め
の
人
づ
く
り

実施・検証

（
２

）
関
係
機
関
・
団
体
等
と
の
連
携
強
化

（
1

）
福
祉
学
習
の
充
実

毎年度実施

毎年度実施

検討

準備室等の
設置

新たな機能
の設置

検討 実施

検討 実施

4 福祉関係講座の充実 140
地域福祉課・介
護保険課・生涯
学習課

調査・研究 検討

２
　
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
づ
く
り

調査・研究 実施
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基本
戦略

施策
細目

重点
施策

掲載
頁

関係課
（赤字取りまとめ課）

R1 R2 R3 R4 R5
自己
評価

シート
頁 主な実行課 取組内容 成果 今後の方針

A：達成　B：未達成　C：検討中　D：中止

重点事項・重点的取組

Ａ 62 生涯学習課

市民総合大学や各公民館講座にて、福祉・介護等に関
連する講座等を開催しました。
（講座内容等：相続の教室、転倒予防教室、大人のしゃ
べり場、筋力アップ及び健康体操、ボッチャ体験教室）

福祉・介護等に関連する講座
に多くの方が参加され、予防法
を学んだり、実際に障害者の
方と一緒に運動したりと相互理
解にもつながりました。

各公民館長の中には、前職が
特別支援学校だった方もいる
ので、その方などの意見を参
考にして、より参加しやすい講
座の企画に努めます。

5 生涯学習機会の拡大の検討 140
地域福祉課・介
護保険課・生涯
学習課

Ｃ 63 地域福祉課
今年度については具体的な取組まで進めることができ
ませんでしたが、生涯学習機会の拡大を図るため、情
報通信技術（ICT）を活用した手法を検討していきます。

各課で実施している福祉関連
の講座等を調査研究し、情報
通信技術（ICT）の活用が図れ
るか関係各課と検討していきま
す。

1
生涯学習講座受講者等の受け皿の
確保

145
地域福祉課・生
涯学習課

Ａ 64 生涯学習課

講座を受講した方が継続して学べるようにするために、
各公民館に登録しているクラブ団体や、本庄市文化団
体連合会などに加入して他の人たちと一緒に活動でき
るように、情報提供や発表する場を設けました。

毎年、少数ではありますが、ク
ラブ団体等に加入して活動を
続けられています。また、クラ
ブ団体等に参加することで人と
人とのつながりも築いていま
す。

講座等の修了した方をすぐに
地域ニーズにつなげていくこと
には、まだ検討が必要であると
考えます。現在のような個人の
学習を継続できるようなクラブ
団体等の紹介や周知を図りま
す。

2 人財バンクの周知啓発 145
地域福祉課・生
涯学習課

Ｂ 65 生涯学習課 登録者名簿の確認や更新作業を進めました。
改めて人材バンクの見直しを
図りました。

市民総合大学、公民館講座で
依頼している講師の方等も名
簿に登録してもらうか調整し、
周知方法について検討します。

3
地域福祉懇談会等の定期的実施（再
掲）

145 地域福祉課 Ｂ 66 地域福祉課

令和２年２月７日に本庄市社会福祉協議会と共催で
「ふくしフェスタ」を開催し、市内小中学校の福祉実践校
（本庄南小、中央小、共和小、児玉中、本庄高校、本庄
東高校）の教諭や生徒の方に、それぞれ学校で取り組
まれた内容を発表していただきました。
地域福祉懇談会については、２月２２日及び２４日に開
催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため延期とさせていただくことになりました。

ふくしフェスタ参加者
発表者17名、参加者44名、福
祉教育ボランティア3名
学校同士が取り組みの詳細に
ついて共有すると共に、地域に
学校の取り組みを知ってもらう
機会となりました。

来年度についても、「地域福祉
懇談会」及び「ふくしフェスタ」
の開催を予定します。多くの市
民の方に参加していただける
よう、内容の充実や周知方法
の工夫に努めます。

Ａ 67 地域福祉課

権利擁護人材を養成していくための市民後見人養成講
座を開催し、受講者3名中、2名の方に市民後見人候補
者名簿に登録いただきました。
成年後見事業者向け講演会（11月）の終了後、一般社
団法人後見の杜代表宮内氏主導の下、市内NPO団体
（市民後見センターほんじょう、後見センターこだま、
ま・るーく）に参加していただいてお互いの活動状況に
ついて情報交換を行いました。

実践活動の場を広げていくた
めに、地域のNPO団体の活動
状況を伺う機会や情報交換の
場を設けることで、地域の現状
に関する情報を収集することが
できました。

地域で活躍する団体等の現状
や意見を伺うと共に、実践活動
支援の検討について引き続き
取り組んでいきます。

Ａ 68 介護保険課

養成講座受講後、活動協力が可能なサポーターの登
録を行いました。はにトレ（筋トレ）及び生活支援サポー
ターは地域の活動に繋がっています。認知症サポー
ターは実践へ向けた仕組みづくりに向けて、登録者や
関係機関と意見交換を重ね準備を進めました。

これまでは市で登録情報を保
有してきましたが、効率的な実
践へと繋げるためには市と地
域包括支援センターで共有し、
高齢者支援を行う地域包括支
援センターによるコーディネー
トを可能にすることが望ましい
という方針に至りました。

情報の共有化を図るため、登
録用紙（情報）の見直しを行い
共有化を進めていきます。

1 民生委員・児童委員協議会への支援 148 地域福祉課 Ａ 69 地域福祉課

民生委員・児童委員協議会事務局として事務支援を行
い、地区ごとの定例会に参加して活動の状況を把握し
ました。また、民生委員・児童委員として地域で活動す
るための知識や意識を高めていただく機会として、活動
強化方策や市の制度を紹介するための研修会や成年
後見制度の講演会を実施しました。

研修を通じ、地域の状況を民
生委員同士で共有したり、福祉
の制度に関する知識を深めた
りしていただくことで、今後の活
動でのお互いの連携や、地域
で相談を受ける際に必要なス
キルとして役立てることができ
ます。

民生委員・児童委員は昨年改
選を行ったこともあり、本庄市
社会福祉協議会や本庄市各地
域包括支援センター等とどのよ
うな時に連携したらよいのかが
まだ分からない方もいます。自
宅への訪問の仕方や、聞き取
りの方法など、本庄市地域包
括支援センターに講師を行って
もらう等、地域との連携を深め
ていただく研修等を引き続き実
施していきます。

３
　
地
域
で
共
に
生
き
る
た
め
の
人
づ
く
り

（
３

）
専
門
職
・
支
援
関
係
者
の
育
成
と
支
援

実施

毎年度実施

実施

実施

（
1

）
福
祉
学
習
の
充
実

調査・研究 検討

4 福祉関係講座の充実 140
地域福祉課・介
護保険課・生涯
学習課

調査・研究 検討

（
２

）
地
域
人
材
の
確
保
・
育
成

4
福祉関係講座受講者等の実践活動
支援の検討（再掲）

145
地域福祉課・介
護保険課

検討・実施
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2
多職種連携のための研修会等の実
施

148

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課・健康
推進課・子育て
支援課・保育課

Ａ 70 介護保険課

各日常生活圏域において地域包括支援センターを中
心に地域ケア会議やネットワーク会議を開催し、本庄
市介護支援専門員連絡会への活動支援を行いまし
た。また、障害福祉や子育て分野の支援者で合同研修
会として意見交換を行いました。郡市で共同で進める
在宅医療・介護連携推進事業において、専門職を対象
とした研修会等を開催しました。在宅医療連携拠点が
中心となって開催する多職種連携を考える会の後方支
援を郡内の市町で行いました。

各会議において研修及び意見
交換等を行いながら顔の見え
る関係づくりができ、個別支援
の際の連携体制へと繋がって
います。

住民、関係機関、市職員等全
ての人（分野）が地域包括ケア
システムの担い手であることの
意識づくりと連携を進めるた
め、関係課や関係団体と連携
して研修会等を継続実施しま
す。

3 行政情報の活用支援 148 地域福祉課 Ｃ 71 地域福祉課

今年度については具体的な取組まで進めることができ
ませんでしたが、庁内相談・政策管理機能部署及び機
能集約センターの設置と併せて、地域福祉ネットワーク
の仕組みについて検討していく中で、専門職や支援関
係者等が必要とする情報等を整理し、公開していくこと
について検討していきます。

専門職や支援関係者等が必要
とする情報等を把握し、活用方
法について検討していきます。
他市の実施状況について研究
していきます。

4
個人情報の取扱いに関するルール
の作成（再掲）

148 地域福祉課
調査・
研究

Ａ 72 地域福祉課

各団体と個人情報の共有を行うためには、地域の中で
どのような取り組みを連携して行うのが良いか話合うこ
とが必要であると考え、民生委員・児童委員と自治会と
の話し合いの場を設けました。

地域の方のためにお互いが情
報を共有することが必要である
という共通認識を改めて確認
することができました。

災害が起こった時の、民生委
員・児童委員と自治会との連
携方法について、避難行動要
支援者名簿の活用方法も踏ま
え整理をしながら、日常の中で
の情報共有や連携方法につい
てルールを作成していきます。

1
本庄市地域福祉審議会（仮称）の設
置

152 地域福祉課
検討・
設置

Ａ 73 地域福祉課

本庄市地域福祉審議会における所掌事務に計画の進
行管理を加えるため、令和元年度１２月議会に一部改
正の議案を提出し、承認を受けました。また、令和２年
度から審議会を開催するため、関係団体へ審議会委
員の推薦依頼を行い、広報等を通じて一般公募を実施
しました。

計画の進行管理について、市
民や関係団体等からの意見を
反映させるための審議会を立
ち上げました。

審議会において、計画の進捗
状況を共有すると共に、地域
福祉の推進に向けて必要な協
議を行っていきます。

2
計画進行管理組織による点検評価
の実施

153 地域福祉課 検討 Ａ 74 地域福祉課

計画の進行管理を行う組織として、庁内関係各課で構
成する本庄市地域福祉検討会議を立ち上げました。検
討会議において、審議会を含めた今後のスケジュール
や進捗管理シートの内容等について協議を行いまし
た。

検討会議のメンバーを招集し
た会議を年度中に２回開催し、
進行管理の方法や地域福祉の
推進について協議を行うことが
できました。

引き続き、検討会議において
進行管理に関する協議を行
い、内容について審議会へ審
議を依頼していきます。

3 計画の周知啓発 153 地域福祉課 Ａ 75 地域福祉課
ふくしの杜ほんじょうプラン２１の概要版を作成し、11月
15日号の広報ほんじょうお知らせ版に折りこみ、全戸
配布しました。

全戸配布により、多くの市民の
皆様に計画の周知を図ること
ができました。

引き続き、概要版等を用いな
がら計画の周知啓発を行うと
共に進捗状況についてもHP等
に公開していきます。

4 地域福祉講演会等の実施（再掲） 153 地域福祉課 Ａ 76 地域福祉課

令和元年11月17日に、本庄市社会福祉協議会と共催
で日本地域福祉研究所理事長の大橋謙策先生をお招
きして、「誰もが住みやすい地域共生社会づくりを目指
して」と題し、地域福祉の必要性について分かりやすく
ご講話いただきました。

約130名の方々に出席いただ
きました。講演会後にアンケー
トを提出していただいた95名の
方のうち、85名の方が地域福
祉について理解できたと回答さ
れていました。

来年度についても、地域福祉
講演会を開催し、多くの市民の
方々に、地域福祉の考え方
や、地域福祉に関する取り組
みへの参加に対する理解を深
めていただく機会を作ります。

5
地域福祉懇談会等の定期的実施（再
掲）

153 地域福祉課 Ｂ 77 地域福祉課

令和2年2月7日に本庄市社会福祉協議会と共催で「ふ
くしフェスタ」を開催し、市内小中学校の福祉実践校（本
庄南小、中央小、共和小、児玉中、本庄高校、本庄東
高校）の教諭や生徒の方に、それぞれ学校で取り組ま
れた内容を発表していただきました。
地域福祉懇談会については、2月22日及び24日に開催
予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め延期とさせていただくことになりました。

ふくしフェスタ参加者
発表者17名、参加者44名、福
祉教育ボランティア3名
学校同士が取り組みの詳細に
ついて共有すると共に、地域に
学校の取り組みを知ってもらう
機会となりました。

来年度についても、「地域福祉
懇談会」及び「ふくしフェスタ」
の開催を予定します。多くの市
民の方に参加していただける
よう、内容の充実や周知方法
の工夫に努めます。

３
　
地
域
で
共
に
生
き
る
た
め
の
人
づ
く
り

（
３

）
専
門
職
・
支
援
関
係
者
の
育
成
と
支
援

検討 実施

調査・研究 実施

実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

４
　
計
画
推
進
体
制
の
発
展
・
強
化

（
１

）
市
の
計
画
推
進
体
制
の
強
化
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6 新たな課題への実態調査の実施 153 地域福祉課 Ａ 78 地域福祉課

後見ほっとラインに寄せられた相談に関して、一般社
団法人後見の杜代表宮内氏同席の下、毎月の定例会
において内容を振り返り、相談の対応方法や課題解決
に必要な支援とは何かということについて話し合いまし
た。

後見ほっとラインに寄せられた
相談内容を振り返り、適切に制
度を運用していくために必要な
知識について話し合い、講演
会やセミナーでの講義内容に
反映しました。

ヤングケアラーについて学校
にアンケート等の協力を依頼
し、実態調査を実施します。

（
２

）
社
会
福
祉
協

議
会
の
機
能
強
化

155
※社会福祉協議
会

1
地域福祉基金の周知と寄附文化の
醸成

157 地域福祉課 Ａ 79 地域福祉課

令和元年度中に地域福祉基金として地域福祉課で受
け付けた寄附は4件、合計533,535円となっています。ま
た、ふるさと本庄応援寄附としていただいた全355件、
10,527,080円のうち、健康福祉分野への寄附としていた
だいたのは、156件、4,259,080円となっています。個人
及び企業から寄附をいただいています。広報やホーム
ページにおいて周知を行いました。

寄附について、多くの方にご理
解ご協力をいただいています。

地域福祉基金への関心を高め
ていただくための周知を行い、
寄附文化の醸成について引き
続き取り組んでいきます。

2 市の事業における補助金等の活用 157 地域福祉課 Ａ 80 地域福祉課

成年後見制度について、権利擁護人材育成補助金を
活用しました。（市民後見人養成講座、フォローアップ
講座、成年後見相談業務、後見ほっとライン）
避難行動要支援者避難支援制度推進調査について、
（公財）地域社会振興財団の「長寿社会づくりソフト事
業費交付金」を活用しました。

国や県の補助金・交付金等を
活用し、市の事業の充実が図
れています。

国や県の補助金・交付金等を
積極的に活用するため、情報
収集に努め、効率的・効果的な
施策実現を行っていきます。

3 関係機関・団体の財源確保への支援 157 地域福祉課 Ａ 81 地域福祉課

民生委員・児童委員協議会、保護司会、老人クラブな
ど、各地域福祉活動団体から補助金等の申請を受ける
にあたり、昨年度の実績報告や今後の活動計画を確
認し、必要に応じて助言等を行いました。

各団体の活動状況や財政状況
を把握し、情報を共有すること
で必要な支援を提供することに
努めています。

すでに補助金の申請を受けて
いる団体等について、引き続き
財源確保のため必要な助言等
を行います。また、地域福祉活
動に利用可能な補助金・交付
金・助成金等の効率的な周知
方法について検討していきま
す。

4 官民連携の強化 157

地域福祉課・生
活自立支援課・
障害福祉課・介
護保険課

Ａ 82 介護保険課

コンビニエンスストア（ローソン）と地域の協力による移
動販売の実施、社会福祉法人（明正会、宥和）による
スーパーへの移動支援、ケーブルテレビの協力による
動画作成、配信などを行いました。

連携・協働することで地域支援
の共通認識を図ることができま
した。

意見交換しながら協力が得ら
れる団体を増やしていきます。

（
３

）
地
域
福
祉
財
源
の
確
保

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

４
　
計
画
推
進
体
制
の
発
展
・
強
化

研究・調査の実施

（
１
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市
の
計
画
推
進
体
制
の
強
化


